
苦情対応結果報告書 

発 生 年 月 日 平成２７年１２月２５日（金） 

福祉サービス等の種類 通所介護事業 

苦

情

の

内

容 

分類 サービス・事業内容に関すること 

【通所介護事業の利用者の担当ケアマネジャ―より】 

 平成２７年１２月２４日（木）担当利用者の朝の送迎後、

利用者の家族から事業所宛に電話連絡があったと思うが、家

族の話では、その日の送迎員を名指しで電話をし、つないで

もらったと言っているが、事実確認をしたい。  

 サービス利用に関する事の相談や対応は、通所介護の生活

相談員を一つの窓口として固定してほしいと事前に調整して

いた。複数人での対応は混乱のもとになるので、サービスの

事業所としての連絡体制を改めてほしい。 

処

理

経

過

と

結

果 

申出人には、サービス事業所として、事前の申し合わせと異

なる対応をしてしまったことに対して謝罪しました。 

同時に事業所内では、生活相談員が家族やケアマネジャーと

主に連絡調整する役割であることを説明、対応を統一するよう

に、注意・指導をしました。 

（福）精華町社会福祉協議会 


